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１．はじめに 
 近年、地域の特徴や歴史的資源を活かした景観形成により

地域価値を高める動きが起こっている。地域独自の景観形成

の実現には住民と行政の協力が必要である。特に景観に与え

る影響が大きい個人住宅の整備（以下、「修景」）は良好な景

観形成を目指す上で不可欠である。しかし、個人の所有物で

ある住宅は、修景に関して住民との合意がなされない場合、

計画通り遂行することは困難である。したがって、個人住宅

の修景促進は景観形成上の一つの課題として挙げられる。 

 こうした中、景観形成を目的とした施策が地方自治体によ

って展開されている。なかでも、街なみ環境整備事業（以下、

「街環事業」）は事業地区内において街づくり協定等による

景観形成に関するルールを設けることを認可の条件としてい

ること、個人住宅等の修景工事に対し助成があることなどか

ら住民参加に基づく事業であることが特徴となっている。 

 以上より、本研究では今後の景観形成を円滑に進めていく

ために、街環事業における住宅修景を対象とし、住宅修景の

促進要因を考察することを目的とする。 

２．研究の枠組み 

２.１ 単位修景数 

 良好な景観形成を目的とした修景には数と質の双方が同時

に求められる。しかし、新たに景観形成に取り組み始めた地

域では、まず、各地域にあった独自の景観形成を見つけ出す

ために修景数を普及することが重要である。以上より本研究

では修景数を中心として修景促進要因について論じる。 
 数を比較する際の指標を単位修景数とし、「単位修景数＝

地区内修景数／地区内住戸数」とする。 
２.２ 研究対象 
 対象の選定は、「東北地方街環事業実施地区であること」

「修景実績があること」「こちらからの資料提供の要請に応

諾があったこと」を条件とし、東北地方街環事業実施 22 地
区から７地区を選定した（表１）。                                                                                                                             
２.３ 研究方法 
 自ら収集した街環事業に関する資料とヒアリング調査によ

り、修景実績の分析と助成交付審査の実態を把握し、修景促

進の要因の考察を行う。 
３.街環事業の概要 

 街環事業は道路、公園等の公共施設のみだけでなく、個人

の建物の修景等も補助対象としている事業である。事業採択

の要件の一つとして「景観に関する条例、要綱、協定などに

よって一定のルールが設けられていること」があり景観形成

を意識した事業であるといえる。また、補助対象に住民によ

る協議会活動等のソフト事業も含まれているのも特徴である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．修景実績の分析 

４.１ 対象７地区の概要と修景実績 

 研究対象７地区の概要を表１に示す。地区面積が小さい飯

坂町湯沢周辺地区、まほろば通り地区では単位修景数が多い。

一方、地区面積が大きい六郷中央地区、大畑地区では単位修

景数は少ない。 

 

 

 

 

 

 

４.２ 景観に関するルールと修景実績 

 景観に関するルールの種類は街づくり協定による地区が７

地区中５地区と多い。 
 住宅等の景観形成の内容に直接影響を与える住宅整備基準

の項目数合計と修景数に関連はない。明示性に着目すると、

項目数の合計に対し明示性の低い基準（C、抽象的な基準）
の割合が高いと修景数が多くなる傾向がみられる（表２）。 
 

 

 

 

 

 

 

４.３ 事業経過に伴う取り組みと修景実績 

 事業経過に伴う取り組みを①事業導入以前②整備方針作成

期③街づくり協定作成期④整備事業着手以降に４区分して分

析する（表３）。 
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（１）事業導入以前 事業導入以前から住民が景観形成に関

する取り組みを行っているのは大畑地区、飯坂町湯沢周辺地

区、まほろば通りの３地区であり、そのうちの２地区は単位

修景数が多い。 

（２）整備方針作成期 整備方針作成は①行政が作成し、住

民が確認・修正する「行政主導型」、②行政が地域の問題の

抽出等を行い、住民が整備方針を作成する「役割分担型」、

③住民が問題抽出から整備方針作成まで行う「住民主導型」

の３タイプに分類できる。「住民主導型」の地区では単位修

景数が多い。 

（３）街づくり協定作成期 整備方針作成と同様の３タイプ

に分類でき、「住民主導型」の地区での修景が多い。 

（４）整備事業着手以降 各地区で修景促進のため制度の周

知に努めている。特に、行政担当者または住民組織役員を通

して、住民に直接説明を行っている飯坂町湯沢周辺地区、ま

ほろば通り地区では単位修景数が多い。 

５.助成交付審査の分析 

 助成交付審査の実態を表４に示す。 

（１）審査手順 ７地区とも申請前に申請者は行政と事前相

談を行い、「事前相談→申請→審査」の流れで進行し、審査

の最終判断は行政が行う。塔寺・気多宮地区、飯坂町湯沢周

辺地区、まほろば通り地区では行政審査の前に、住民組織が

審査を行っている。 

（２）審査方法 審査は主に提出された図面 1）と住宅整備

基準の適合性チェックにより行っている。 

（３）審査基準 審査基準は①住宅整備基準との過半以上一

致を要求する「過半以上一致型」、②住宅整備基準に対し一

項目以上の一致を要求する「一項目以上一致型」、③住宅整

備基準はあるが周囲との調和を重視する「周囲調和型」、の

３つに分類できる。「過半以上一致型」は多項目の一致を要

求するので高い基準である。一方、「一項目以上一致型」は

一項目のみで助成可能なため、低い基準である。「周囲調和

型」の基準の高低は審査担当者の判断により変化する。 

６．修景促進要因の考察 

 地区面積が小さい地区では修景数が多い。小規模で事業を

行うことは地区全体に考えが浸透しやすいといえる。 
 ルールの種類が街づくり協定の地区は、地区計画、景観条

例の地区と比較して修景数が多くなる傾向がある。街づくり

協定の地区ごとにみると、協定作成が「役割分担型」「住民

主体型」と住民主体で取り組んだ４地区で修景数が多く、協

定作成が「行政主導型」の六郷中央地区では修景数が少ない。 
 住宅整備基準には明示性が低いと修景数が多くなる傾向が

あった。明示性が低いことが申請者に建築デザインの裁量性

を与え、制約感を軽減するためであると考えられる。その上

で、行政、住民の景観形成に対する理解が高ければ、個性的

な質の高い良好な景観形成が期待できる。しかし、明示性が

低いことで負の側面として、景観形成の趣旨が伝わらない場

合、統一性の弱い町並みとなる可能性がある。 
 事業経過に伴う取り組みに関しては、積極的な住民参加が

修景数を多くするといえる。事業導入以前の取り組みも重要 
だが、整備方針、街づくり協定作成が「住民主導型」の地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
での修景が多いことから、特に、事業の準備段階での積極的

な住民参加が、修景数増加には重要である。修景促進の工夫

は広報等による広範囲を対象とした周知も必要であるが、行

政または住民組織による住民個人への直接的な説明が修景促

進には効果的である。 
 助成交付審査に関しては、審査に住民組織が参加している

地区では修景数が多い。これは、住民と行政との間に住民組

織が加わることにより、修景の議論がしやすくなり個々の住

民の理解が深まり合意形成がしやすくなったためであると考

えられる。審査の基準は「一項目以上一致型」の地区で、修

景数が多い。これは、修景に対する申請者の負担が軽くなる

ためであるといえる。この場合、質の向上のためには、一項

目でも効果があるような指導、より効果の高い項目を選択し

てもらう必要がある。 
７．まとめ 

 本研究では修景の促進要因は①事業地区が小規模であるこ

と、②景観に関するルールが住民参加に基づいて作成した街

づくり協定であること、③建築デザインの裁量性を与えるた

め、住宅整備基準の明示性を低く設定する場合は、質の高い

景観形成のためには行政、住民の景観形成に関する理解、知

識のチェック体制が必要となること、④事業の準備段階から

主体的な住民参加を行うこと、⑤促進のため住民個人に対し

ての説明を行うこと、⑥助成交付審査に住民組織を加え、審

査の基準を少数項目に厳選する等の住民の修景に対する負担

を軽減すること、の６点であると考察した。 
 以上から、景観形成において①主体的住民参加を基本とす

ること、②取り組みやすい地区単位とすること、③基準を緩

やかにし、明示性を低くする場合は、質を担保するため行政、

住民の町並みへの理解を向上させること、が重要である。 
【補注】 
１） 周囲との調和、人の目線からの見え方を意識して、主にパースを使用。
申請箇所によってはパース以外を使用。 
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